
一般社団法人子どもソーシャルワークセンターつばさ 

 

監事監査規程 

 

（目的） 

第 1 条この規程は、監事による、一般社団法人子どもソーシャルワークセンター(以下「当

法人」という。)の業務及び財産の状況の監査が適正かつ有効に行われることを目的とする。 

 

（効力） 

第 2 条 当法人における監事監査の基本事項は、この規程に定めるところによる。 

 

（監査計画） 

第３条 監事は、重要性・適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を立て、適切に調査

対象及び方法を選定し、監査計画を策定し計画的に監査を行う。 

 

（業務監査） 

第４条 監事は、当法人の業務が、法令・寄附行為等に準拠して適正に執行されているかど

うかを検証すべく、次の事項について監査を実施する。 

(1) 理事会が定める事業計画が、当法人の精神・理念、また、社会の要請に沿っているか。  

(2) 当法人の業務執行が前号事業計画に準拠しているか。  

(3) 会計内容の開示を推進しているか。  

(4) 内部評価及び外部評価に基づいて、事業を展開し、改善を実施しているか。 

 

（会計監査） 

第５条 監事は、会計業務が「特定非営利活動会計基準」に準拠し、適切に執行されている

かどうかを監査する。 

２ 監事は、期末会計監査において、資産については実在性、負債については網羅性、基本

金については合目的性を検証し、期末の財政状態、さらには予算管理を含めた資金収支当の

妥当性を検証する。 

 

（監査の実施方法） 

第６条 監事は、次の方法により、業務監査・会計監査を実施する。 

(1) 業務状況の聴取  

(2) 理事会議事録、その他重要な文書の閲覧  



(3) 会計に関する帳簿、書類等の調査  

(4) その他監査の実施に必要な事項についての報告の聴取又は調査 

 

（監査報告書の作成） 

第７条 監事は、毎会計年度、業務監査・会計監査の結果を踏まえ、検討・協議を経て正確、

かつ、明瞭に監査報告書を作成する。  

2 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、監事全員が署名押印する。 

 

（理事会及び評議員会への報告等） 

第８条 監事は、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 ヵ月以内に理事

会及び評議員会に提出し、監査の実施状況とその結果を報告する。  

2 監事は、その期の重点監査項目に関する監査及び特別に実施した調査等の経過及び結果

を、理事会に報告し、必要な場合には、助言・勧告を行う。  

3 監事は、評議員会に提出される議案及び書類その他のものについて違法又は著しく不当

な事項の有無を調査し、必要な場合には、評議員会に報告する。 

 

（改廃） 

第９条 この規則の改廃は、理事会の議を経て代表理事がこれを行う。 

 

付    則 

１．この規程は、令和３年４月 1 日から施行する。 

 


